
令和5年10月1日よりインボイス制度が施行されます。

GAO！Stock会員の皆さまへ

適格請求書発行事業者
にご登録ください

また、［登録番号］をGAO！Stockへ
お知らせください。

適格請求書発行事業者への登録申請は下記を参照ください。
令和5年3月31日までにe-TAXもしくは税務署への申請が必要になります。
■詳しくは　インボイス制度特設サイト⇒QR
☎0120-205-553
受付時間9:00～17:00(土日祝除く )



令和5年10月1日よりインボイス制度が施行されます。

制度開始に伴い、GAO！Stockでは皆さまの［適格請求書発行事業者登録番号］の
把握が必要になります。登録番号取得頂き、
次ページ
［適格請求書発行事業者の通知連絡書］に会員番号　企業名　登録番号　3点記載頂き
［適格請求書発行事業者の登録通知書写し］または［国税庁公表サイトの写し］
を下記FAX番号までご提出くださいますようにお願い申し上げます。

FAX番号050-3204-7110

or



会員番号
※アルファベット含む6桁

企業名

適格請求書発行事業者
登録番号
※アルファベット含む13桁

適格請求書発行事業者の通知連絡書

ー ー ー

添付書類にチェックをお願いします。　□登録通知書　または　□国税庁公表サイト写し

FAX番号　050-3204-7110


